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三重県青少年健全育成条例施行規則 

                                          

                                                                   昭和47年３月31日 

                                                                   三重県規則第17号 

 

                       施行 昭和47年４月１日（附則） 

                      改正 昭和48年３月30日 三重県規則第16号 

                         昭和51年３月29日 三重県規則第15号 

                         昭和52年５月４日 三重県規則第27号 

                         昭和53年３月28日 三重県規則第11号 

                         昭和53年12月26日 三重県規則第61号 

                         昭和57年８月13日 三重県規則第34号 

                         昭和58年９月30日 三重県規則第32号 

                         昭和59年３月29日 三重県規則第10号 

                          昭和61年３月31日 三重県規則第11号 

                          平成４年１月21日 三重県規則第３号 

                                                  平成４年３月31日 三重県規則第30号の2 

                         平成７年３月15日 三重県規則第14号 

                          平成７年３月31日 三重県規則第35号 

                                                  平成８年９月10日 三重県規則第52号 

                                                  平成10年４月１日 三重県規則第35号 

                                                  平成10年９月29日 三重県規則第65号 

                                                  平成11年12月３日 三重県規則第115号 

                                                  平成12年３月28日 三重県規則第22号 

                         平成13年３月30日 三重県規則第52号 

                                                  平成14年３月19日 三重県規則第10号 

                                      平成14年３月29日 三重県規則第35号 

                                                 平成15年６月20日 三重県規則第62号 

                                                  平成16年３月31日 三重県規則第22号 

                                                  平成16年10月１日 三重県規則第66号 

                         平成18年１月１日 三重県規則第２号 

                         平成18年１月10日 三重県規則第５号 

                                                  平成18年３月28日 三重県規則第24号 

                         平成19年12月26日 三重県規則第71号 

                         平成20年２月19日 三重県規則第２号 

                                          平成20年３月28日 三重県規則第35号 

                     平成26年11月25日 三重県規則第67号 

                     平成27年３月27日 三重県規則第24号 

                     平成30年３月22日 三重県規則第27号 
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（掲示） 

第１条 三重県青少年健全育成条例（昭和46年三重県条例第62号。以下「条例」という。）第１１

 条第５項の規定による掲示は、第１号様式によつて行うものとする。 

（有害な図書類） 

第２条 条例第12条第３項第１号、同項第３号若しくは第17条の２第２項の規則で定める写真若し

くは絵又は条例第12条第３項第２号の規則で定める場面は、次の各号のいずれかに該当するもの

を被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面とする。 

(1) 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもの（陰部を覆い、ぼかし、又

 は塗りつぶしたものを含む。） 

 イ 女性の大腿（たい）部を開いた姿態 

 ロ 女性の陰部、臀（でん）部、大腿（たい）部又は胸部を誇張した姿態 

 ハ 自慰の姿態 

 ニ 男女間の愛撫（ぶ）の姿態 

 ホ 女性の排泄（せつ）の姿態 

 ヘ 縄、ひもその他これらに類するもので緊縛した状態 

(2) 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるもの（陰部を覆い、ぼかし又は塗りつぶしたものを

含む。） 

  イ 男女の性交又は性交を連想させる行為 

 ロ 強姦（かん）その他の凌（りょう）辱行為 

 ハ 同性間の性行為 

 ニ 変態性欲に基づく性行為 

（有害ながん具類） 

第２条の２ 条例第14条第２項第１号の規則で定める機能を有するがん具類は、当該がん具類用の

 弾丸、矢その他これらに類するもの（以下「弾丸等」という。）を装てんし、発射した場合にお

 いて発射時に0.49ジュール毎平方センチメートル（弾丸等を水平射角で発射した場合において、

 おおむね発射地点から３メートルの距離にある四隅を支えた新聞紙５枚を貫通する力）以上のエ

 ネルギー値で弾丸等を発射することができるものとする。 

２ 条例第14条第２項第２号の規則で定める形状、構造又は機能を有するがん具類は、次の各号の

 いずれかに該当するものとする。 

 (1) 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの 

 (2) 性器を包み込み、又は性器を挿入する構造を有し、かつ、電気式振動機を内蔵し、又は装着

  可能な構造を有するもの 

 (3) 全裸又は半裸の人形（気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。） 

（図書類等自動販売機等設置届の様式等） 

第３条 条例第16条第１項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書（第２号様式）によつて

 しなければならない。 

２ 条例第16条第３項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 自動販売機等により図書類等を販売し、又は図書類を貸し出そうとする者の所有地以外の土

  地の上に自動販売機等を設置しようとする場合においては、当該土地又は建物の使用承諾書及



- 3 - 

  び登記事項証明書 

 (2) 自動販売機等により図書類等を販売し、又は図書類を貸し出そうとする者以外の者が自動販

売機等管理者である場合においては、自動販売機等管理者の住民票の写し及び就任承諾書 

 (3) 自動販売機等により図書類等を販売し、又は図書類を貸し出そうとする者以外の者が自動販

  売機等管理者である場合においては、条例第12条第１項又は第14条第１項の規定により有害な

  図書類等の指定が行われたときは、当該図書類等を直ちに撤去する旨の自動販売機等管理者の

  誓約書及び当該撤去を委任する旨の自動販売機等により図書類等を販売し、又は図書類を貸し

  出そうとする者の委任状 

３ 条例第16条第４項の規定による届出は、変更の場合にあつては自動販売機等設置届出事項変更

 届出書（第３号様式）によって、廃止の場合にあつては自動販売機等使用廃止届出書（第４号様

 式）によつてしなければならない。 

４ 知事は、前項の規定による自動販売機等使用廃止届出書の提出については、知事が別に定める

ところにより、電子情報処理組織（知事の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この

条において同じ。）と自動販売機等使用廃止届出書を提出をしようとする者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行わせることができる。 

５ 前項の規定により行われた自動販売機等使用廃止届出書の提出については、書面により行われ

 たものとみなして、この規則の規定を適用する。 

６ 第４項の規定により提出された自動販売機等使用廃止届書は、同項の知事の使用に係る電子計

 算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。 

７ 条例第16条第５項の規定による自動販売機等への表示は、第５号様式によつてしなければなら

 ない。 

８ 自動販売機等設置届出書、自動販売機等設置届出事項変更届出書及び自動販売機等使用廃止届

出書の提出部数は、２部とする。ただし、第４項に規定する電子情報処理組織を使用して自動販

売機等使用廃止届出書が提出された場合には、当該自動販売機等使用廃止届出書の２部が提出さ

れたものとみなす。 

（青少年の健全育成を阻害する行為を防止する必要のあるものとして定める施設） 

第３条の２ 条例第17条第７号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。 

 (1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第124条に規定する専修学校（高等課程を置くものに限る。） 

 (2) 学校教育法第134条第１項に規定する各種学校のうち、18歳に達するまでの者が入学できるも

  の 

 (3) 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第16条第１項又は第２項により設置された職業

  能力開発校のうち青少年を入学させるもの 

 (4) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき条例により設置される

スポーツ施設 

 (5) 主として青少年の研修又は宿泊の用に供する施設で別表に掲げるもの 

（フィルタリングサービス不要申出及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置不要申出

に係る書面等の記載事項） 

第３条の３ 条例第18条の７第１項及び第18条の８第１項の規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

(1) 申出の年月日 



- 4 - 

(2) 保護者の住所及び氏名 

(3) 保護者の電話番号 

（フィルタリングサービス不要申出及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置不要申出

に係る書面等の保存期間等） 

第３条の４ 条例第18条の７第３項及び第18条の８第３項の規定による保存の期間は、フィル

タリングサービスの提供を伴わない又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じな

かつた携帯電話インターネット接続契約が終了し、若しくは解除された日又は契約に係る携

帯電話端末等の使用者となる青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間とする。 

（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の公表） 

第３条の５ 条例第18条の９第２項の規定による公表は、三重県公報への登載、インターネットの

利用、その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

(2) 勧告の内容 

(3) その他知事が必要と認める事項 

（深夜における遊技場への入場を禁止する営業の指定等） 

第３条の６ 条例第19条の２第１項第１号に規定する規則で定める営業は、次のとおりとする。 

 (1) 個室を設け当該個室において客にカラオケ装置（伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生

  し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。）による

  伴奏音楽等に合わせて歌唱させるもの 

 (2) 硬貨、メダル又はカードを投入することにより作動する遊技機を設置して客に遊技を行わせ

  るもの 

２ 条例第19条の２第２項の規定による掲示は、第６号様式又は第６号様式の２によつて行うもの

とする。 

（薬品等の指定） 

第４条 条例第21条第１項の規定による薬品等は、次のとおりとする。 

 (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145

号）第50条第11号の規定に基づき指定された医薬品 

 (2) アロバルビタール・アミノピリン複合体及びその製剤 

 (3) 塩酸エフエドリン及びその製剤 

 (4) 有機溶剤（労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）別表第６の２に掲げるものをい 

 う。以下この号において同じ。）及び有機溶剤含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合 

 物で、有機溶剤を当該混合物の重量の５パーセントを超えて含有するものをいう。）  

（立入調査員の指定又は任命） 更新 

第５条 条例第36条第１項の規定による立入調査員は、次に掲げる者のうちから知事が指定又は任

 命する。 

  (1) 青少年育成を担当する課の職員 

 (2) 児童相談センターの職員 

  (3) 警察少年補導員 

 (4) その他知事が特に必要と認めた者 
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（身分証明書） 

第６条 条例第36条第２項の規定による身分を示す証明書は、第７号様式によるものとする。 

（推奨等の申出の方法） 

第７条 条例第37条の規定による推奨等の申出は、口頭又は文書で、次に掲げる事項についてする

 ものとする。 

 (1) 申出人の住所及び氏名 

 (2) 申出の対象 

 (3) 申出の理由 

２ 前項の申出は、青少年育成を担当する課又は児童相談所にするものとする。 

    附 則 

１ この規則は、昭和47年４月１日から施行する。 

２ 三重県青少年保護条例施行規則（昭和36年三重県規則第21号）及び三重県青少年保護審議会規

 則（昭和36年三重県規則第22号）は、廃止する。 

   附 則（昭和48年３月30日三重県規則第16号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和48年４月１日から施行する。 

  附 則（昭和51年３月29日三重県規則第15号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和51年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和52年５月４日三重県規則第27号） 

 この規則は、昭和52年７月１日から施行する。 

  附 則（昭和53年３月28日三重県規則第11号） 

 この規則は、昭和53年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和53年12月26日三重県規則第61号） 

  この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和57年８月１３日三重県規則第34号） 

 この規則は、昭和57年11月１日から施行する。 

  附 則（昭和58年９月30日三重県規則第32号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和59年３月29日三重県規則第10号） 

 この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

  附 則（昭和61年３月31日三重県規則第11号妙） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和61年４月１日から施行する。（後略） 

  附 則（平成４年１月21日三重県規則第３号） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成４年３月３１日三重県規則第30号の２） 

 この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成７年３月15日三重県規則第14号） 

 この規則は、平成７年７月１日から施行する。 
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  附 則（平成７年３月31日三重県規則第35号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成８年９月10日三重県規則第52号） 

 この規則は、平成８年10月１日から施行する。 

  附 則（平成10年４月１日三重県規則第35号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成10年９月29日三重県規則第65号） 

 この規則は、平成10年10月１日から施行する。 

    附 則（平成11年12月３日三重県規則第115号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成12年３月28日三重県規則第22号） 

 この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

  附 則（平成13年３月30日三重県規則第52号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

  附 則（平成14年３月19日三重県規則第10号） 

 この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

  附 則（平成14年３月29日三重県規則第35号抄） 

（施行期日） 

１  この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

    附 則（平成15年６月20日三重県規則第62号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

    附  則（平成16年３月31日三重県規則第22号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

    附  則（平成16年10月１日三重県規則第66号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附  則（平成18年１月１日三重県規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附  則（平成18年１月10日三重県規則第５号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

    附  則（平成18年３月28日三重県規則第24号） 

１ この規則中第５条第２号及び第７条第２項の改正規定は平成18年４月１日から、その他の改正

規定は同年７月１日から施行する。 

２ 第７号様式の改正規定の施行の際現に改正前の三重県青少年健全育成条例施行規則の規定に基

づいて交付されている立入調査員の身分証明書は、改正後の三重県青少年健全育成条例施行規則

の規定に基づいて交付された立入調査員の身分証明書とみなす。 

  附  則（平成19年12月26日三重県規則第71号） 
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この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成19年法律第96号）の施行の日から施行す

る。 

  附  則（平成20年２月19日三重県規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附  則（平成20年３月28日三重県規則第35号） 

 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

  附  則（平成26年11月25日三重県規則第67号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附  則（平成27年３月27日三重県規則第24号） 

１ この規則は、平成27年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の三重県青少年健全育成条例施行規則の規定に基づいて交付さ

れている立入調査員の身分証明書は、改正後の三重県青少年健全育成条例施行規則の規定に基づ

いて交付された立入調査員の身分証明書とみなす。 

附  則（平成30年３月22日三重県規則第27号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 別表（第３条の２関係） 

 

     施設名       所在地 

三重県立鈴鹿青少年センター   鈴鹿市住吉町南谷口 

三重県立熊野少年自然の家   熊野市金山町１５７７ 

四日市市少年自然の家   四日市市水沢町字大谷１４２３番地２ 

青少年研修センター   亀山市若山町７番１０号 

鈴鹿峠自然の家   亀山市関町沓掛１２３番地 

津市青少年野外活動センター   津市神戸字小世古１６８０番地１ 

津市わかすぎの里   津市白山町城立３０５番地 

松阪市堀坂山の家   松阪市与原町１０１５番地１ 

志摩市ともやま公園野外活動センター   志摩市大王町波切２１９９番地 

尾鷲市青年の家和光荘   尾鷲市大字大曾根浦２９１番地の３ 

熊野市青年の家   熊野市有馬町２番地１３ 
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第１号様式（第１条関係） 

 
 50センチメートル 

1
5
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

た
だ
い
ま
上
映
（
演
）
中
の
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
は
、
三
重

県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
観
覧
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
指

定
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
十
八
歳
未
満
の
方
の
入
場
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。 
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第2号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛て 
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（裏） 

 図書類等の自動販売機等の位置から200メートル以内の地域の略図 
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第3号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

宛て 
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第4号様式（第3条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛て 
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第5号様式（第3条関係） 

 

１０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

自動販売機等（自動販売機・自動貸出機）の設置届出事項 

設置場所  

届出番号  

販 売 者

又 は  

貸 出 者

及 び  

設 置 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

（電話番号        ） 

管 理 者 

住所 

氏名              （電話番号        ） 

15センチメートル 
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第6号様式（第3条の8関係） 

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
規
定
に
よ
り
、 

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
は
、 

十
八
歳
未
満
の
方
の
入
場
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。 

3
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

 

20センチメートル以上  

 

第6号様式の2（第3条の8関係） 

三重県青少年健全育成条例の規定により、 

午後十時から翌日の午前五時までの間は、 

十八歳未満の方の入場をお断りいたします。 

2
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

 

30センチメートル以上  
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第7号様式（第6条関係） 

（表）  

 9.5センチメートル 
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

身 分 証 明 書 

第     号  

 写

真 

所  属 

職  名 

氏  名 

年  月  日生  

 上記の者は、三重県青少年健全育成条例第36条第１項に規定する立入調査の

権限を有する者であることを証明します。 

      年  月  日 

三重県知事  氏  名        □印   
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（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県青少年健全育成条例抜粋 

 （立入調査） 

第36条 知事の指定又は任命した者及び警察官は、この条例の施行に必要な限度に

おいて、興行場、営業所その他関係場所に立ち入り、調査を行い、関係人に質問

し、又は関係人に資料の提出を求めることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、及び

関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

 （罰則） 

第40条 略 

２～７ 略 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

 (１) 略 

 (２) 第36条第１項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

 


